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assetforce for stera有償利用規約 

 

甲および乙は、甲が乙の提供するシステム「assetforce for stera」を利用するにあたり、assetforce

利用規約に関し、この assetforce for stera有償利用規約（以下「有償利用規約」という）に記載の

事項について互いに合意する。なお、有償利用規約に規定のない事項については、assetforce利用規約

に定めるところによる。また、有償利用規約において使用する用語の定義は、有償利用規約において特段の

定めのない限り、assetforce利用規約にて定義されたところと同じ意味を有するものとする。 

 

１． 前文 

assetforce利用規約前文を以下のように改める。 

申込者（以下「甲」という）は、本利用規約の各規定が、三井住友ファイナンス＆リース株式会社（以

下「乙」という）の提供するシステム「assetforce for stera」（以下「本システム」という。なお、本システム

とは、「assetforce for stera」を利用するために必要となる乙が開発・提供するスマートフォンやその他の

指定端末用のアプリケーションを含むものとする。）を乙が指定・許諾する方法により甲に利用させるサービ

ス（以下「本サービス」という。また、本システムと本サービスを包括して「本サービス等」という。）の利用に関

する甲乙間の契約（以下「サービス利用契約」という）に係る権利義務を規定するものであることを確認す

るとともに、その内容に同意のうえ、個別の特約なき限り、本利用規約記載の条件に従ってのみ、本サービ

ス等を利用することを承諾する。また甲は、乙との間の別段の明示的な合意がない限り、本サービス等が拡

張または強化された場合、また新規機能が追加された場合、あるいは機能が一部削減・停止された場合に

ついても、本利用規約の各規定が適用されることに同意する。 

 

 

２． 本サービス等の内容および目的 

assetforce利用規約第１条第３項における「本サービスの目的」を以下のように改める。 

・本サービス目的：甲が管理する商品およびサービス等の会計および在庫管理業務等を行うため  

 

３． 本サービス等の利用のための設備設定・維持 

assetforce利用規約第 2条第１項を以下のように改める。 

１．本サービス等を利用するにあたっては、甲は、乙が別に定めるコンピュータ（スマートフォンを含む）等

のデバイスおよび三井住友カード株式会社（以下「SMCC」という）が提供する決済プラットフォームサ

ービスである stera(以下「stera」という)を利用するための端末である stera terminal（以下「stera 

terminal」という）、通信回線その他のコンピュータ環境（以下「クライアント環境」という）を用意し維

持するものとすることに加え、以下の状態および環境を維持するものとする。 

（１）甲は、本サービス等を利用するにあたり、SMCCが提供する stera を利用するために必要な契約

を SMCC または当該契約において正当な権利のある第三者と締結（以下「stera利用契約」と

いう）し、サービス利用契約の利用期間が終了するまで stera利用契約を有効に維持すること 

（２）甲が stera専用のアプリケーション配信サービスである stera market（以下「stera market」

という）に加入していること 

（３）甲が、本サービス等を利用するにあたり、以下の対象機器に、以下のアプリケーションを乙が指定す

る方法でインストールすること  

ア 対象機器：甲が管理するスマートフォン(次のアプリケーションのインストールが可能であるもの)  

アプリケーション：本サービス等に関するスマートフォン用アプリケーション（以下「スマホ用アプリ」

という） 
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イ 対象機器：stera terminal(次のアプリケーションのインストールが可能であるもの) 

アプリケーション：stera terminal用アプリケーション（以下「stera terminal用アプリ」とい

う） 

（４）乙が開発・提供するオンライン資産管理プラットフォームシステム「assetforce」（以下

「assetforce システム」という）を乙の指定する方法で導入し利用すること 

（５）甲は、本サービス等に関する全てのアプリケーションのバージョンをできるだけ最新に保つこと 

 

４． サービス利用契約の締結等 

assetforce利用規約第 3条を以下のように改める。 

１．サービス利用契約は、甲が乙の定める一定の情報を乙の定める方法で乙に提供し（以下「本サービ

ス等利用申請」という）、乙が甲の本サービス等利用申請の内容を確認した後、乙が assetforce シ

ステムを甲が利用するための利用者識別番号（以下「ユーザーID」という）とユーザーID毎に設定した

パスワード（以下「パスワード」という）に関する通知を乙が指定する方法（書面またはメール等の電磁

的方法等）にて甲に対して発信したときに成立するものとする。なお、甲は、本利用規約の内容を承諾

のうえ、本サービス等利用申請を行うものとし、甲が本サービス等利用申請を行った時点で、乙は、甲が

本利用規約の内容を承諾しているものとみなす。 

２．本サービス等の利用開始日（以下「サービス実施開始日」という）は、乙が甲に対し前項に基づきユ

ーザーID とパスワードに関する通知を発信した日とする。ただし、甲乙間で別途取り決めをした場合はこ

の限りではない。 

３．甲乙間において特段の定めのない限り、甲は乙との間で１テナントごとに１つのサービス利用契約を締

結するものとする。 

 

５． 本サービス等の利用 

assetforce利用規約第４条第 1項を以下のように改める。 

１．甲がユーザーID に用いることができるメールアドレス（ドメインは甲が独自に取得かつ固有に使用し

ているものに限る。以下同じ。）は、甲がその事業の用に供しているものに限る。なお、甲は、パスワー

ドを忘れた場合、乙が別途定める手続により、自らパスワードを再設定できる。 

 

６． 利用期間 

assetforce利用規約第 5条を以下のように改める。 

１．本サービス等の具体的な利用期間は、サービス利用契約に定めるものとする（以下、「利用期間」と

いう）。ただし、乙が定める方法により利用期間終了日の２か月前までに甲または乙から相手方に対

する利用期間を更新しない旨の意思表示がないときは、利用期間は期間終了日の翌日（以下、期

間終了日の後、毎月のサービス実施開始日に対応する日（当該月に対応する日がない場合は、当

該月の末日とする）を「更新日」という。）からさらに１か月間自動的に更新されるものとし、以後もま

た同様とする。 

２．乙は、本サービス等の利用期間終了の２か月前までに、甲にサービス利用契約の変更内容を通知

することにより、更新後における本サービス等の種類、内容および利用料金その他サービス利用契約

内容を変更することができるものとする。 

 

７． 本サービス等の利用料金 

（１）assetforce利用規約第 8条第 1項の次に以下の１項を加え、同条第２項を第３項に改め、同

条第 3項を第 4項に改める。 
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２．甲が本サービス等を利用する店舗数もしくは stera terminal の端末数の変更を行う場合は、甲は

乙が定める方法により当該変更の２か月前までに乙にその旨を通知するものとする。   

（２）assetforce利用規約第 8条第 1項および第４項を以下のように改める。 

１． 甲は、利用期間の開始後、本サービス等の利用の対価として、別紙３記載の利用料金（以下

「利用料金」という。）を、別紙３記載の支払日および支払方法により乙に対して支払う。 

４． 第 1項に定める利用料金のほか、本サービス等を利用するために必要なハードウェアおよびソフトウ

ェアに関する費用、stera terminal に関する費用、インターネットプロバイダとの契約に関する費用そ

の他一切の費用は、甲が負担する。甲は、乙がアマゾンウェブサービスジャパン株式会社から借り受け

ているコンピュータおよび通信設備（以下「AWS基盤」という）または電気通信事業者から借り受け

ている電気通信回線（アマゾンウェブサービスジャパン株式会社および電気通信事業者を総称して

以下「システム基盤業者等」といい、AWS基盤と電気通信回線を総称して以下「システム基盤等」と

いう）の不具合について乙が何らの責任をも負わないことを確認する。 

 

８． 情報の利用 

assetforce利用規約第２０条に、同条第 2項として以下の条文を加える。 

２．甲は、前項柱書の情報を、SMCCが以下の目的（SMCCが、係る目的のために、甲に対し郵便、

電子メール等の送付・送信を行うことを含む）で利用するために、乙が SMCCに対して提供することに

同意するものとする。 

（１）steraおよび stera terminal の改良 

（２）甲への商品の販売または役務の提供に係る宣伝広告等のマーケティング活動 

 

９． 甲からのサービス利用契約の解約 

（１）assetforce利用規約第２９条の見出しを「stera利用契約が終了する場合等」と改める。 

（２）assetforce利用規約第２９条を以下のように改める。 

１．甲は、利用期間中において、サービス利用契約を解約することはできない。ただし、やむを得ない事情

のため甲から申し出があり、乙がこれを認めたときは、この限りではない。 

２．甲において stera 利用契約が終了・解約となった場合または同契約の終了・解約予定日が判明した

場合、甲は直ちにその旨を乙に通知するものとする。なお、甲が stera利用規約の終了・解約を理由

に、サービス利用契約の終了を希望する場合は、第５条第１項の定めに従うものとし、当該通知とは

別に、サービス利用契約を更新しない旨の意思表示を乙に行うものとする。 

 

１０． 乙からのサービス利用契約の解約 

（１）assetforce利用規約第３０条第 1項（１０）の次に以下の（１１）を加える。 

（１１）甲において stera market に登録している法人カードが利用不能になった場合 

（２）assetforce利用規約第３０条第２項を以下のように改める。 

２．甲は、前項によりサービス利用契約が解約された場合、違約金として３か月分の利用料金相当額、

ならびに、当該解約時点において未払いの利用料金等および支払遅延損害金がある場合にはこれらを

加算した金額を、乙の指定する方法にて直ちに乙に支払うものとする。 

 

１１． 本サービス等の廃止 

assetforce利用規約第３１条第１項（１）の次に以下の号を加え、同（２）を（３）に改める。 

（２）stera によるサービスの内容変更・終了等により、stera に連動する本サービス等の提供ができなくな

った場合 



4 

Ver.2.0_20220601 

 

１２． 反社会的勢力の排除 

assetforce利用規約第３２条第３項の「第２９条（甲からのサービス利用契約の解約）第 2項」を

「第３０条（乙からのサービス利用契約の解約）第 2項」と改める。 

 

１３．assetforce利用規約（別紙）について 

（１）別紙「１．本サービス等の内容（第 1条）」を以下のように改める。 

（１）次の機能等を有する資産管理サービスの提供 

assetforce システムに、甲の指定する個別の資産（以下「個別資産」という）に係る情報

（以下「個別資産情報」という）を登録し、本サービス等を使用して登録された個別資産情報

を表示、抽出および編集または削除する機能 

（２）スマホ用アプリを用いた下記の機能等を有する資産管理の効率化サービスの提供 

assetforce システムに登録された個別資産情報を個別の識別コードで紐付けし、スマホ用ア

プリで個別の識別コードを読み取ることで当該識別コードと紐付けられた個別資産情報を表示、

編集または削除することができる機能 

（３）steraが提供する決済サービスと連動する POS レジ機能の提供 

stera terminal と接続したリーダーで個別のバーコードを読み取ることで、stera terminal

上に個別資産の商品名・価格を表示させ、また、これを決済処理システムに送信する機能、およ

び、stera terminal上で決済処理した個別資産の出入に係る情報を assetforce システムに

反映させる機能 

（４）その他上記（１）～（３）に関連する機能 

（２）別紙「３．本サービス等の利用料金（第８条）」を以下のように改める。 

・支払日：「assetforce for stera」有償利用申込書「４．支払条件」記載のとおり 

・支払方法：「assetforce for stera」有償利用申込書「４．支払条件」記載のとおり 

・利用料金：「assetforce for stera」有償利用申込書「２．利用料金」記載のとおり 

 

 

 

附則 

本利用規約は、2022年 4月 1日から実施する。 

 

附則（2022年 6月 1日改定分） 

この改定は、2022年 6月 1日から適用する。 

 

 

 

【利用規約制定・改訂履歴】 

2022年 4月 1日制定 

2022年 6月 1日改定 


